
（万局） （％）

※1　陸上移動局：陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局（携帯電話端末等）。
※2　簡易無線局：簡易な無線通信を行う無線局（パーソナル無線等）。
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10,212
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97.9%

10,059
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66
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10,573
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97.9%
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12,098
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6,658
7,435

8,041
8,737

9,664
10,431 10,281

97.9％ 97.9％97.7％97.3％96.9％96.4％95.8％ 98.3％98.2％97.9％
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98.2％
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98.1％
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10,000

12,000

14,000

16,000

陸上移動局※1
アマチュア局
簡易無線局※2
基地局
その他
陸上移動局の割合

図表4-7-1-1 無線局数の推移

1 周波数割当計画：http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/share/index.htm
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（1）我が国の電波の使用状況

　周波数は、国際電気通信連合（ITU）憲章に規定する無線通信規則により、世界を 3つの地域に分け、周波数帯
ごとに業務の種別等を定めた国際分配が規定されている。
　国際分配を基に、電波法に基づき、無線局の免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数、
業務の種別、目的、条件等を「周波数割当計画 1」として定めている。同計画の制定及び変更にあたっては、電波
監理審議会への諮問が行われている。
　我が国の周波数帯ごとの主な用途と特徴は、図表 4-7-1-2 のとおりである。

●我が国の周波数帯ごとの主な用途と電波の特徴

使用状況及び無線局数1

電波利用第　節7

（2）無線局

　平成23年度末における無線局数（PHSや無線LAN端末等の免許を要しない無線局を除く）は、1億3,489万局（対
前年度比 11.5%増）、うち携帯電話端末等の陸上移動局は 1億 3,266 万局（対前年度比 11.7%増）となっており、
総無線局数に占める携帯電話端末等の陸上移動局の割合は、98.3%と高い水準になっている。また、アマチュア局
は 44万局と減少している（図表 4-7-1-1）。

●我が国の無線局数は平成 18 年以降、一貫して増加傾向



障害物の後ろに回り込む

小さい

易しい

降雨で弱められる
直進する

大きい

難しい

波長
周波数

100km
3kHz

（3千ヘルツ）

10km
30kHz

（3万ヘルツ）

1km
300kHz

（30万ヘルツ）

100m
3MHz

（300万ヘルツ）

10m
30MHz

（3千万ヘルツ）

1m
300MHz

（3億ヘルツ）

10cm
3GHz

（30億ヘルツ）

1cm
30GHz

（300億ヘルツ）

1mm
300GHz

（3千億ヘルツ）

0.1mm
3000GHz

（3兆ヘルツ）

超長波
VLF

長　波
LF

中　波
MF

短波
HF

超短波
VHF

極超短波
UHF

マイクロ波
SHF

ミリ波
EHF サブミリ波

長波船舶･航空機用ビーコン
標準電波　　電子タグ

ミリ波 電波天文　　衛星通信
簡易無線　　レーダー

マイクロ波 マイクロ波中継　　　放送番組中継
衛星通信　　　　　 衛星放送
レーダー　　　　　　電波天文・宇宙研究
無線LAN（屋内：5.2GHz帯,5.3GHz帯、屋内外：5.6GHz帯）
無線アクセスシステム（5、22、26GHz帯等）
狭域通信システム　　ISM機器

UHF 携帯電話　　　　　PHS　　　　　　 MCAシステム
タクシー無線　　　　TV放送　　　　　防災行政無線
移動体衛星通信　　警察無線　　　　 簡易無線
レーダー　　　　　 アマチュア無線　　無線LAN（2.4GHz帯、屋内外）
コードレス電話　　　無線アクセス（2.4GHz帯）
ISM機器　　　　　電子タグ

中波船舶通信　　　　 中波放送（AMラジオ）
アマチュア無線　　船舶・航空機用ビーコン

短波船舶・航空機無線　　短波放送
アマチュア無線　　　電子タグ

VHFFM放送（コミュニティ放送）　　　　　 マルチメディア放送
防災行政無線　　消防無線　　　　 列車無線
警察無線　　　　簡易無線　　　　 航空管制通信
無線呼出　　　　アマチュア無線　　コードレス電話

主な利用例

国際電気通信連合（ITU）による周波数の国際分配の決定（無線通信規則等）

国際分配に基づく国内分配の決定（総務省・周波数割当計画等）

電波の伝わり方

伝送できる情報量

利用技術の難易度

超長波

長波

中波

短波

超短波

極超短波

マイクロ波

ミリ波

サブミリ波

10～100km

1～10km

100～1000m

10～100m

1～10m

10cm～1m

1～10cm

1mm～10mm

0.1mm～1mm

波　長 特　　徴周波数帯

地表面に沿って伝わり低い山をも越えることができる。また、水中でも伝わるため、海底探査にも応用できる。

非常に遠くまで伝わることができる。電波時計等に時間と周波数標準を知らせるための標準周波数局に利用されている。

約100kmの高度に形成される電離層のE層に反射して伝わることができる。主にラジオ放送用として利用されている。

約200～400kmの高度に形成される電離層のF層に反射して、地表との反射を繰り返しながら地球の裏側まで伝わっていくこ

とができる。遠洋の船舶通信、国際線航空機用の通信、国際放送及びアマチュア無線に広く利用されている。

直進性があり､電離層で反射しにくい性質もあるが、山や建物の陰にもある程度回り込んで伝わることができる。防災無線や消

防無線など多種多様な移動通信に幅広く利用されている。

超短波に比べて直進性が更に強くなるが、多少の山や建物の陰には回り込んで伝わることもできる。携帯電話を初めとした多

種多様な移動通信システムを中心に、デジタルテレビ放送、空港監視レーダーや電子レンジ等に幅広く利用されている。

直進性が強い性質を持つため、特定の方向に向けて発射するのに適している。主に固定の中継回線､衛星通信、衛星放送や

無線LANに利用されている。

マイクロ波と同様に強い直進性があり、非常に大きな情報量を伝送することができるが、悪天候時には雨や霧による影響を強

く受けてあまり遠くへ伝わることができない。このため､比較的短距離の無線アクセス通信や画像伝送システム、簡易無線、自

動車衝突防止レーダー等に利用されている他、電波望遠鏡による天文観測が行われている。

光に近い性質を持った電波。現在の技術では巨大な無線設備が必要で、また水蒸気による吸収が大きいという性質があるた

め、通信用としてはほとんど利用されていないが、一方では、ミリ波と同様に電波望遠鏡による天文観測が行われている。

図表4-7-1-2 我が国の周波数帯ごとの主な用途と電波の特徴
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（3）通信衛星

　通信衛星には、静止衛星及び周回衛星があり、広域性、同報性、耐災害性等の特長を生かして、企業内回線、地
上回線の利用が困難な山間地・離島との通信、船舶・航空機等に対する移動通信サービスのほか、非常災害時の通
信手段確保等に活用されている。なお、通信衛星には、CS放送に用いられるものもある。

●我が国の通信サービスに利用している静止衛星と周回衛星



オーブコム 高度825㎞／
27機 オーブコム オーブコムジャパン 全世界 データ通信、測位 平成11年3月

イリジウム 高度780km／
66機 イリジウム KDDI 全世界

音声、データ通信、
ショートバースト
データ、オープン
ポート

平成17年6月

周回衛星 高度／
衛星数

運用
事業者

我が国の
取扱事業者

サービス
エリア サービス内容 サービス

開始時期

図表4-7-1-4 我が国が通信サービスとして利用中の主な周回衛星（平成23年度末）

◎
◎

●
●
●

●

●

衛星名 軌道（東経） 運用会社
JCSAT-85
IS-15
N-SAT-110　
JCSAT‒4A
JCSAT‒3A
JCSAT‒5A　
N-STAR-d
N-STAR-c
SUPERBIRD-C2
JCSAT‒1B
JCSAT‒2A
SUPERBIRD-B2

85.15度

110度
124度
128度

132度

136度
144度
150度
154度
162度

スカパーＪＳＡＴ
インテルサット
スカパーＪＳＡＴ
スカパーＪＳＡＴ
スカパーＪＳＡＴ
スカパーＪＳＡＴ
NTTドコモ
NTTドコモ
スカパーＪＳＡＴ
スカパーＪＳＡＴ
スカパーＪＳＡＴ
スカパーＪＳＡＴ

Ku

Ku
Ku
C,Ku

S,C,Ku

S,C
Ku
Ku
C,Ku
Ku,Ka

使用バンド

※　JCSAT-85及びIS-15は同一衛星。また、JCSAT-5A及びN-STAR-dも同一
衛星。

※　◎印は、主として移動通信用に使用されている衛星。●印は、衛星放送にも使
用されている衛星。

図表4-7-1-3 我が国の通信サービスに利用中の主な
静止衛星（平成23年度末）

（局）

27,9119,7695,3894,159
41,074

50,590

50,99448,18443,468

56,054

78,501

22,796

53,100

75,896

16,832

52,043

68,875
60,763

53,573
47,627

97,128

（年度）

33,132

50,475

83,607

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

23222120191817平成16

※　静止衛星については、オムニトラックス、N-STAR及びインマルサットの衛星移動通
信サービスの契約数の合計。

※　周回衛星については、イリジウム及びオーブコムの衛星移動通信サービス契約数の
合計。

静止衛星周回衛星

図表4-7-1-5 衛星移動通信サービス無線局数の推移
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ア　静止衛星
　赤道上高度約3万 6,000㎞の軌道を地球の自転と同
期して回るため、地上からは静止しているように見え、
高度が高いため 3基の衛星で極地域を除く地球全体
をカバーすることが可能で、固定通信及び移動通信に
用いられている。一方、衛星までの距離が遠いため、
伝送遅延が大きく、また、端末側も大出力が必要とな
るため、小型化が難しい面がある（図表 4-7-1-3）。
イ　周回衛星
　周回衛星は、静止軌道以外の軌道を周回するもので、
一般に静止軌道よりも近い距離を周回している。この
ため、静止衛星に比べて伝送遅延が小さく、また、衛
星までの距離が近いため、端末の出力も小さくて済み、
小型化や携帯化が可能であり、主に移動通信に用いら
れている。一方、衛星は、上空を短時間で移動してし
まうため、通信可能時間を確保するため、また、広域
をカバーするためには、多数の衛星の同時運用が必要
となる（図表 4-7-1-4）。

（4）衛星移動通信

　衛星移動通信システムは、自動車、船舶、航空機等
の移動体に設置した無線局や衛星携帯電話端末から、
通信衛星を経由して通信を行うシステムである。
　衛星移動通信システムには、
　①　�静止衛星（N-STAR、インマルサット）を利

用したシステム
　②　�周回衛星（イリジウム、オーブコム）を利用し

たシステム
があり、携帯電話の電波が届かない山間地や海上、上
空等のほとんどをカバーしている。また、比較的災害
に強い通信手段としても注目されている。
　平成 23年度末における衛星移動通信サービスの無
線局数は、9万 7,128 局となっている（図表 4-7-1-5）。

●衛星移動通信サービスの無線局数は毎年増加してお
り、平成 23 年度末では 9 万 7,128 局にのぼる



（件）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

23（年度）2221201918171615141312平成11

重要無線通信妨害
その他
合計

494
1,385
1,879

541
1,579
2,120

429
1,205
1,634

585
1,432
2,017

566
1,533
2,099

674
1,991
2,665

592
1,711
2,303

512
2,364
2,876

684
2,344
3,028

689
1,934
2,623

501
1,873
2,374

513
2,041
2,554

532
2,241
2,773

措置件数

申告件数

1,7981,860 1,7321,931 2,021 2,4032,155 3,1792,745 1,986 2,4532,2892,772

図表4-7-2-1 無線局への混信・妨害申告件数及び措置件数の推移

（件）
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5,000
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30,000
35,000
40,000

23（年度）2221201918171615141312平成11

（単位：件）

不法パーソナル無線局
不法アマチュア局
不法市民ラジオ
その他
合計

16,660
9,400
6,651
1,356
34,067

15,802
12,173
8,317
1,130
37,422

7,594
2,126
7,096
854

17,670

11,857
4,065
6,539
868

23,329

9,265
2,911
6,512
2,032
20,720

5,995
1,695
4,398
1,878
13,966

7,249
2,487
4,503
1,526
15,765

4,424
2,549
1,583
3,527
12,083

5,274
2,764
2,162
1,968
12,168

479
1,525
1,295
5,239
8,538

2,081
1,367
538
4,917
8,903

920
2,283
1,729
4,338
9,270

1,617
3,097
1,592
3,926
10,232

告発
指導
合計

出現件数

措置件数
399
4,587
4,986

419
6,814
7,233

303
4,845
5,148

301
5,331
5,632

332
8,012
8,344

532
4,205
4,737

400
7,111
7,511

606
3,529
4,135

679
3,622
4,301

262
2,190
2,452

249
2,247
2,496

340
2,578
2,918

330
3,190
3,520

図表4-7-2-2 不法無線局の出現件数及び措置件数の推移

　また、平成 23年度の不法無線局の出現件数は、8,903 件で、前年度比 365 件増（4.3%増）となっている。
　平成 23 年度の措置件数 2 は、2,496 件で、前年度比 44 件増（1.8%増）であり、内訳は告発 249 件（措置件
数全体の 10.0%）、指導 2,247 件（措置件数全体の 90.0%）となっている（図表 4-7-2-2）。
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　重要無線通信妨害対策及び不法無線局の取締り等の実施により、電波利用環境が良好に維持されている。平成
22 年度からは重要無線通信妨害の申告に対する 24 時間受付体制を整備し、その迅速な排除に取り組んでいる。
平成 23年度の混信申告等の件数は、2,374 件で、前年度比 249 件減（9.5%減）となっている。このうち重要無
線通信妨害の件数は、501 件で、前年度比 188 件減（27.3% 減）であり、平成 23 年度の混信申告の措置件数 2

は 2,453 件となっている（図表 4-7-2-1）。

電波監視
●平成 23 年度の重要無線通信妨害の申告件数は 501 件。不法無線局の措置件数は 2,496 件

電波環境の保護2

2 措置件数については前年度からの未措置分を含む。


